
市
・
県
民
税
の
制
度
改
正

　

　
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
の
申
請
で

　
　
　
　
　
市
・
県
民
税
の
減
額
も

釜
鎌

鞄
鞄
鞄
鞄
鞄
鞄
鞄
鞄
鞄
鞄
鞄
鞄
鞄
鞄
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鞄
鞄
鞄
鞄
鞄
鞄

　
平
成
　
年
度
課
税（
今
回
の
申
告
）よ

20

り
、市
・
県
民
税
の
制
度
が
改
正
さ
れ
、

税
額
控
除
申
告
書
の
提
出
で
市
・
県
民

税
が
減
額
と
な
る
も
の
や
、
控
除
内
容

が
変
更
と
な
る
も
の
も
あ
り
ま
す
の
で
、

ご
注
意
く
だ
さ
い
。

◆
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
の
申
告
は
期
限
内
に

除
し
き
れ
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
が
、

所
得
税
か
ら
控
除
し
き
れ
な
か
っ
た
額

を
翌
年
度
の
住
民
税（
所
得
割
）か
ら
控

除
で
き
ま
す
。

　
　
年
か
ら
　
年
末
ま
で
に
入
居
し
、

11

18

所
得
税
の
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
を
受
け
て

い
る
方
が
対
象
で
、「
住
民
税
住
宅
借
入

金
等
特
別
税
額
控
除
申
告
書
」
の
提
出

に
よ
っ
て
適
用
さ
れ
ま
す
。

※
「
住
民
税
住
宅
借
入
金
等
特
別
税
額

控
除
申
告
書
」
は
２
種
類
あ
り
、
所
得

税
の
確
定
申
告
の
有
無
に
よ
り
、様
式
が

異
な
り
ま
す
の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い

（
申
告
書
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
ダ
ウ

ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
）。

◆
所
得
変
動
に
伴
う
住
民
税
の
減
額
申
告

　
　
年
中
の
収
入
が
大
き
く
減
少
し
、

19
所
得
税
が
か
か
ら
な
い
方
は
、
税
率
が

　
税
源
移
譲
に
よ
り
　
年
分
以
降
の
所

19

得
税
が
減
り
、
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
が
控

　
　
年
分
以
降
も
住
民

20
税
の
住
宅
ロ
ー
ン
控
除

の
適
用
を
受
け
る
た
め

に
は
、毎
年
３
月
　
日
15

（
上
醤
の
場
合
は
翌
鉦

・
今
年
は
３
月
　
日
鉦
）

17

ま
で
に
申
告
が
必
要
と

な
り
ま
す
。

【
提
出
方
法
】
所
得
税

の
確
定
申
告
を
す
る
方

…
確
定
申
告
と
一
緒
に

税
務
署
へ
／
所
得
税
の

確
定
申
告
を
し
な
い
方

（
毎
年
給
与
収
入
の
み

で
、年
末
調
整
で
住
宅
ロ

ー
ン
控
除
を
申
告
さ
れ

て
い
る
方
を
含
む
）…
源

泉
徴
収
票（
原
本
）を
添

付
し
市
役
所
課
税
課
へ

下
が
っ
て
も
所
得
税
額
の
軽
減
の
影
響

は
受
け
ず
、住
民
税（
市
・
県
民
税
）率
の

変
更
に
よ
り
、
住
民
税
額
の
増
加
の
み

影
響
を
受
け
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
該

当
さ
れ
る
方
は
申
告
を
す
る
こ
と
で
、

平
成
　
年
度
住
民
税
額
を
税
源
移
譲
前

19

の
住
民
税
額
ま
で
減
額
で
き
る
場
合
が

あ
り
ま
す
。

【
提
出
方
法
】
該
当
す
る
方
は
、　
年
20

７
月
１
日
か
ら
　
日
ま
で
の
間
に
、
課

31

税
課
市
民
税
係
へ
「
住
民
税
減
額
申
告

書
」
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

◆
地
震
保
険
料
控
除
の
創
設

　
今
回
、
損
害
保
険
料
控
除
が
見
直
さ

れ
、
地
震
保
険
料
控
除
が
創
設
さ
れ
た

こ
と
に
伴
い
、
短
期
損
害
保
険
料
控
除

が
廃
止
さ
れ
、　
年
度
か
ら
は
、
表
の

20

と
お
り
地
震
保
険
料
控
除
と（
旧
）長
期

損
害
保
険
料
控
除
と
な
り
ま
す
。

◆
　
歳
以
上
非
課
税
の
経
過
措
置
を
廃
止

65
　
　
年
１
月
１
日
現
在
、　
歳
以
上
の

17

65

方
で
、前
年（
　
年
分
）の
合
計
所
得
が
　

18

125

万
円
以
下
の
方
は
、　
年
度
の
市
・
県
民

19

税
税
額
の
３
分
の
１
が
軽
減
さ
れ
て
い
ま

し
た
が
、　
年
度
よ
り
廃
止
さ
れ
ま
す
。

20

※
住
宅
ロ
ー
ン
控
除
の
申
告
と
、
所
得

変
動
に
伴
う
住
民
税
の
減
額
申
告
の
詳

細
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
も
ご
覧
い

た
だ
け
ま
す
。

【
問
合
せ
】
課
税
課
市
民
税
係

■平成２０年度分から損害保険料控除は地震保険料控除に

魚

※関宿福祉センターやすらぎの郷の休館日
　（３月20日障）は交換を行いません。
※勤労青少年ホームを利用される方は、勤
　労青少年ホームの駐車場か文化センター
　駐車場を利用してください。
※交換は表内のいずれの施設でも可能です。
※関宿北部公民館（旧関宿町の北コミュニ
　ティセンター）では交換を行いません。

を
、
ト
イ
レ
ッ
ト
ペ
ー
パ
ー
に
交
換
す

る
還
元
事
業
を
表
の
日
程
で
行
い
ま
す
。

　
ト
イ
レ
ッ
ト
ペ
ー
パ
ー
は
、
皆
さ
ん

か
ら
資
源
と
し
て
出
さ
れ
た
古
紙
　
パ
100

ー
セ
ン
ト
の
再
生
品
で
す
。
リ
サ
イ
ク

ル
は
、
再
生
品
を
使
っ
て
初
め
て
成
り

立
つ
制
度
で
す
の
で
、
再
生
品
の
積
極

的
な
利
用
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
交
換
は
引
換
券
１
枚（
ご
み
袋
　
枚
10

分
）に
つ
き
１
パ
ッ
ク（
　
ロ
ー
ル
入
り
）

12

で
、
ご
み
袋
　
枚
券
の
場
合
に
は
２
パ

20

ッ
ク
に
な
り
ま
す
。

　
な
お
、　
年
度
分
の
指
定
ご
み
袋
引
換

19

券
は
、有
効
期
限
の
　
年
３
月
　
日
を
過

20

31

ぎ
る
と
、ご
み
袋
、ト
イ
レ
ッ
ト
ペ
ー
パ

ー
と
の
交
換
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
。

　
ま
た
、　
年
度
分
の
引
換
券
は
、
３

20

月
中
旬
ご
ろ
に
郵
送
す
る
予
定
で
す
。

【
問
合
せ
】
清
掃
計
画
課

　
市
で
は
、ご
み
成
長
ゼ
ロ
を
目
指
し
、

市
民
の
皆
さ
ん
と
一
緒
に
分
別
の
徹
底

や
リ
サ
イ
ク
ル
の
推
進
な
ど
に
取
り
組

み
、
平
成
　
年
の
合
併
後
は
、
毎
年
、

15

１
万
ト
ン
を
超
え
る
資
源
を
回
収
し
、

ご
み
減
量
と
リ
サ
イ
ク
ル
の
推
進
に
大

い
に
役
立
て
て
い
ま
す
。

◆
回
収
し
た
資
源
を
還
元

　
市
で
は
、
今
年
も
　
年
度
分
と
し
て

19

配
布
し
た
指
定
ご
み
袋
引
換
券
の
残
券

 ご
み
袋
引
換
券
の
残
り
を

  　
ト
イ
レレ
ッ
ト
ペ
ー
パ
ー
に
ー
に

日
　
程

２
月
1
日
鞘
～

　
２
月
　
日
鞘

15

２
月
　
日
上
～

16

　
２
月
　
日
鞘

29

３
月
１
日
上
～

　
３
月
　
日
鞘

14

３
月
　
日
上
～

15

　
３
月
　
日
鉦

31

３
月
　
日
鉦
～

17

　
３
月
　
日
鉦

31

時
　
間

９
時
　
～
　
時
17

８
時
　
分
30

　
～
　
時
17

９
時
　
～
　
時
17

８
時
　
分
30

　
～
　
時
17

９
時
　
～
　
時
17

場
　
所

南
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
会
館

（
１
階
ラ
ウ
ン
ジ
）

欅
の
ホ
ー
ル

（
１
階
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
ホ
ー
ル
）

北
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
会
館

（
１
階
談
話
コ
ー
ナ
ー
）

勤
労
青
少
年
ホ
ー
ム

（
１
階
ロ
ビ
ー
）

関
宿
福
祉
セ
ン
タ
ー
や
す
ら
ぎ

の
郷
会
議
室

（
関
宿
ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー
側
）

備
　
考

全
日
実
施

休
館
日
３

月
　
日
木

20
を
除
く

○平成１９年度課税分まで
控除限度額控除内容
１０,０００円長期損害保険（保険期間が１０年以上で満期返戻金契約のあるもの）
  ２,０００円短期損害保険（長期損害保険以外のもの）
１０,０００円長期と短期損害保険料控除額の合計

○平成２０年度課税分より
控除限度額控除内容
２５,０００円地震保険料契約の保険料の１／２

１０,０００円（経過措置）平成１８年１２月３１日までに締結した長期損害保険
料契約は、従前の損害保険料控除を適用

２５,０００円地震と長期損害保険料控除額の合計

損
害
保
険
料
控
除

地
震
保
険
料
控
除

※地震保険料控除と長期損害保険料控除に該当する方は、いずれかの契約のみ該当
　となります。


